
 

令和 6年 8月 1日 

各 位 

茨城県信用組合 

「けんしん教育資金応援特別プラン」実施のお知らせ 

茨城県信用組合（本店：水戸市、理事長：渡邉 武）では、お取引条件により教育ロー

ンの金利を引き下げる「けんしん教育資金応援特別プラン」を実施しております。お子さ

まの教育資金に是非お役立てください。 

記 

 1.取扱期間 

令和 6年 8月 1日（木）～令和 7年 7月 31日（木） 

 

 2.対象商品 

けんしん奨学ローン 

  けんしん教育カードローン 

 

 3.実施内容（詳細は別紙チラシをご覧ください。） 

  取扱期間中、以下の条件に該当する場合、店頭金利から年 1.0％または年 0.5％引下げ

した特別金利で取扱いいたします。 

年 1.0％金利引下げ 年 0.5％金利引下げ 

次の A～Dのいずれか一つに該当する方 

A.当組合の住宅ローンをご利用の方 

B.給与振込をご利用の方（同時契約可） 

C.売上代金を当組合口座にご指定の方

（個人事業主の方） 

D.右記の①～⑨のいずれか 3 項目以上該

当の方 

次の①～⑨のいずれか一つに該当する方 

①Webによる仮審査を申し込まれた方 

②カードローンをご契約の方 

③公共料金等（注 1）2項目以上の引落し

をご契約かつピーターパンカード（注 2）

をご契約の方 

④当組合で年金をお受け取りの方（同居

の家族でも可。） 

⑤インターネットバンキングご契約の方 

⑥貸金庫ご契約の方 

⑦定期積金（掛込金額 2 万円以上）ご契

約の方 

⑧ひとり親世帯の方 

⑨お子さま二人以上の世帯の方 

※②～⑦は同時契約可 



 

  注 1：電気、電話（携帯電話含む）、上下水道、NHK、ガス、国民年金保険料です。 

公共料金等のクレジット決済口座指定でも可。 

  注 2：当組合指定のクレジットカードです。 

  ※金利情勢等により本引下げ金利及び商品内容を見直す場合がございます。 

  ※お申込に際しまして、当組合所定の審査をさせていただきます。 

審査の結果、ご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

 

 4.子育て世帯をサポートする「けんしん教育資金応援特別プラン」 

少子化の一因とされている出産・子育てに係る経済的な負担や不安の軽減を図るため、

「お子さま二人以上の世帯」もしくは「ひとり親世帯」の方について、年 0.5％の金利引

下げ対象としております。より多くの方にこのローンをご利用いただき、出産・子育てを

希望する全ての人たちが、安心して子どもを生み育てることが出来る地域社会の実現に

つなげてまいりたいと考えております。 

 

以上 

 

        






